
  

  
  

 

仏

語圏
アフ
リカ7か国が 

と
も
に取
り組む

研
修
で
刑
事
司
法
の

能
力
向
上

　
刑
事
司
法
と
は
、
適
切
な
手
続
き
に

則
し
、
捜
査
や
公
判
で
事
件
の
真
相
を

明
ら
か
に
し
、
罪
を
犯
し
た
人
に
刑
法

に
基
づ
い
て
適
切
な
刑
罰
を
科
し
、

人
々
の
生
活
の
安
全
を
守
る
こ
と
。
警

察
、
検
察
官
お
よ
び
裁
判
官
が
そ
れ
ぞ

れ
の
職
務
を
適
切
に
行
い
、
と
き
に
は

連
携
す
る
こ
と
で
、
刑
事
司
法
が
よ
り

よ
く
機
能
し
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
が
築
か
れ
る
。

　
し
か
し
法
律
や
仕
組
み
が
あ
っ
て
も

犯
罪
が
適
切
に
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

不
当
な
処
罰
が
あ
っ
た
り
、
解
決
さ
れ

な
い
事
件
が
多
か
っ
た
り
と
、
う
ま
く

機
能
し
て
い
な
い
国
も
あ
る
。
そ
こ
で

J
I
C
A
は
そ
う
し
た
課
題
を
抱
え

る
仏
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
対
し
て

2
0
1
3
年
度
か
ら
17
年
度
に
わ
た

り
国
連
ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所

（
U
N
A
F
E
I
）
の
協
力
を
得
て
研

修
を
行
い
、
刑
事
司
法
分
野
の
能
力
向

上
に
努
め
て
き
た
。

　
研
修
に
は
各
国
か
ら
警
察
官
、
検
察

官
、
裁
判
官
（
予
審
判
事
、
公
判
判
事
）

の
4
人
が
参
加
。
最
初
の
2
年
間
は
日

本
で
、
3
年
目
か
ら
は
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
、
捜

査
・
訴
追
・
公
判
の
基
礎
、
テ
ロ
犯
罪

対
策
、
組
織
犯
罪
対
策
な
ど
を
学
ぶ
と

と
も
に
、
警
察
署
や
検
察
庁
、
裁
判
所

を
視
察
。
捜
査
能
力
の
向
上
や
各
種
捜

査
機
関
の
連
携
強
化
が
刑
事
手
続
き
の

迅
速
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
理
解
し
て

い
っ
た
。

継
続
的
な
研
修
が
必
要

　
研
修
終
了
か
ら
2
年
を
経
て
、
20
年

度
か
ら
ふ
た
た
び
刑
事
司
法
研
修
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
捜
査
か
ら
公

判
に
わ
た
る
実
務
を
改
善
す
る
た
め
に

は
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
継
続
的
に

研
修
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
だ
。

　
研
修
の
本
格
的
な
開
始
に
先
立
ち
、

能
力
強
化
が
必
要
な
分
野
に
つ
い
て
協

議
し
、
研
修
の
内
容
を
検
討
す
る
キ
ッ

ク
オ
フ
セ
ミ
ナ
ー
が
2
0
2
0
年
1

月
に
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。

今
回
の
参
加
国
は
同
国
の
ほ
か
、
ブ
ル

キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、

ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
セ
ネ
ガ
ル
、
チ
ャ
ド
の

7
か
国
で
、
27
人
の
参
加
者
の
う
ち
4

人
は
前
回
の
研
修
参
加
者
だ
っ
た
。
こ

各国の課題や取り組みについて情報を共有する。

の
セ
ミ
ナ
ー
の
目
的
は
、
各
国
の
関
係

者
と
と
も
に
能
力
強
化
が
必
要
な
分
野

に
つ
い
て
明
確
に
し
、
研
修
の
内
容
を

と
も
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
セ
ミ
ナ
ー
で
は
捜
査
中
の
現
場
や
証

拠
の
保
全
方
法
の
改
善
、
財
務
捜
査
や

科
学
捜
査
な
ど
の
強
化
、
公
判
に
必
要

な
書
類
の
効
率
的
な
準
備
な
ど
、
実
務

の
改
善
に
も
取
り
組
み
た
い
と
い
う
声

が
あ
が
っ
た
。
さ
ら
に
テ
ロ
や
組
織
犯

罪
な
ど
国
境
を
超
え
る
犯
罪
へ
の
対
応

に
つ
い
て
も
言
及
、
隣
国
と
の
捜
査
協

力
関
係
の
構
築
の
ほ
か
、
お
た
が
い
の

捜
査
方
法
や
司
法
制
度
に
つ
い
て
の
理

解
が
必
要
な
ど
、
多
様
な
意
見
が
交
わ

さ
れ
た
。

国
を
超
え
た

つ
な
が
り
を
つ
く
る

　
日
本
や
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
制
度
お
よ

び
実
務
、
人
身
取
引
の
捜
査
や
公
判
で

の
実
務
に
つ
い
て
の
紹
介
は
参
加
者
か

ら
の
関
心
が
高
く
、
自
国
と
比
較
し
な

が
ら
、
講
師
に
対
し
多
く
の
質
問
が
寄

せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
が

抱
え
る
課
題
や
自
国
で
導
入
し
た
改
善

策
に
つ
い
て
参
加
者
同
士
で
熱
心
に
意

見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
近
年
、
テ
ロ
な
ど

の
越
境
犯
罪
が
頻
発
し
て
関
係
国
間
で

の
捜
査
協
力
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

お
た
が
い
の
捜
査
方
法
に
つ
い
て
理
解

し
合
え
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
役
に

立
ち
ま
し
た
」（
警
察
官
）、「
司
法
警

察
と
と
も
に
研
修
を
受
け
る
こ
と
で
、

捜
査
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か

や
、
証
拠
の
収
集
の
方
法
な
ど
が
理
解

で
き
、
公
判
で
証
拠
を
扱
う
う
え
で
の

参
考
に
な
り
ま
し
た
」（
公
判
判
事
）
と
、

職
種
を
超
え
、
そ
し
て
国
境
を
共
有
す

る
7
か
国
が
と
も
に
研
修
す
る
こ
と
の

意
味
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。

　
本
格
的
な
研
修
の
ス
タ
ー
ト
は
こ
れ

か
ら
だ
。
捜
査
か
ら
公
判
に
至
る
ま
で

の
刑
事
司
法
の
実
務
改
善
、組
織
犯
罪
・

テ
ロ
犯
罪
・
薬
物
犯
罪
・
人
身
取
引
な

ど
国
境
を
超
え
た
犯
罪
へ
の
司
法
・
捜

査
協
力
な
ど
を
中
心
に
研
修
は
行
わ
れ

る
。
研
修
が
終
了
す
る
5
年
後
に
は
、

刑
事
司
法
の
実
務
が
改
善
さ
れ
る
こ
と

で
市
民
の
司
法
機
関
へ
の
信
頼
が
向
上

し
、
地
域
の
刑
事
司
法
関
係
者
間
で
の

連
携
が
強
化
さ
れ
る
環
境
が
生
ま
れ
る

こ
と
を
目
指
す
。
い
よ
い
よ
今
年
、
研

修
が
本
格
始
動
す
る
。
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